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宇美町からのお知らせ宇美町からのお知らせ宇美町からのお知らせ宇美町からのお知らせ

試験区分

一般事務 3人程度 一般行政事務（技術
事務も含む）に従事

・平成3年4月2日～平成16年4月1日に生まれた人
・普通自動車免許を有する人または、令和４年３月末までに
  取得見込みの人

採用予定人員 職務内容 受験資格

税務課 町民税係　☎ 932-1111（代）　FAX933-7512（代）問

健康福祉課　健康長寿係 　☎932-1111（代）　FAX933-7512（代）問

介護保険制度で確定申告時に添付できる資料について

・所得税の確定申告をする方。
・給与以外に所得がなく、勤務先から１月末までに「給与支払報告書」が提出している方。
・公的年金のみの所得の方。（公的年金支払者から役場に支払報告があるため、町県民税の申告は不要）
　ただし、町県民税の各控除を適用するためには、町県民税の申告が必要です。

申告が必要ではない方

□ 給与や年金の源泉徴収票や支払調書（複数ある場合は、いずれも原本が必要）
□ 給与や年金以外の方は、帳簿や経費を証明する書類、領収書、減価償却の計算書など
□ 支払証明書（個人年金や生命保険の満期一時金や、解約返戻金など）

所得を証明するもの

□ 生命保険料および地震保険料などの控除証明書
□ 社会保険料控除証明書または領収書
□ 医療費控除等を受ける方は、医療費控除の明細書　※事前に集計をお願いします。
□ 医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書 と 健康の保持増進及
　 び疾病予防への取組を行ったことを明らかにする書類　例）インフルエンザ予防接種の領収書、市区町村のがん検診の領収書
　 または結果通知表、職場で受けた定期健康診断の結果通知表など
□ 住宅借入金などの特別控除を受ける方は、年末残高証明書など必要書類
□ 障害者控除を受ける方は、障害者手帳または障害者控除対象者認定書

控除を証明するもの

□ 申告者のマイナンバーカード
□ 扶養親族のマイナンバーが分かるもの
□ 所得税還付申告の方は、本人名義の口座内容がわかるもの
※申告書や通知が届いた方は、申告会場にお持ちください。
※マイナンバーカードをお持ちでない方は次の番号確認書類と本人確認書類をお持ちください。
　・番号確認書類　通知カード、住民票の写し・住民票記載事項証明書（マイナンバーの記載があるもの）のうち、いずれか１つ
　・本人確認書類　運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、公的医療保険の被保険者証、在留カード など

その他

▶社会保険料控除のための介護保険料納付証明書
　介護保険料は、社会保険料控除の対象です。納付書払の方は領収書、口座振替の方は口座振替納付済通知書(１
月末頃介護保険広域連合から郵送予定)をご利用ください。特別徴収（年金天引）の方は年金保険者からの源泉
徴収票に納付額が記載されています。
　また、納付書払いの方、口座振替の方は、健康福祉課で「納付証明書」を発行できます。必要な方は身分証明
書を持ってお越しください。なお、本人・配偶者および同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要です。

▶要介護認定による障害者控除対象者認定書
　本人、控除対象配偶者または扶養親族が、次の①または②に該当する場合は、健康福祉課で発行する「障害者
控除対象者認定書」を添付することで、障害者控除を受けることができます。証明書が必要な方は身分証明書を
持ってお越しください。なお、扶養者、本人、配偶者、同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
　①65歳以上で介護保険の要介護1～ 5の認定を受けている方
　②65歳以上で6ヶ月以上臥床し、食事、排泄などの日常生活に支障のある方（医師の診断書が必要）
※障害者手帳などをお持ちの方は、提示することで控除を受けることができます。

▶医療費控除に係る医療費控除対象者証明書
　おむつ代の医療費控除を受けて２年目以降の方は、介護保険要介護認定に係る主治医意見書をもとに健康福
祉課で発行する「医療費控除対象者証明書」により、医療費控除を受けることができる場合がありますので、窓
口でご相談ください。なお、申請の際には身分証明書が必要です。扶養者、本人、配偶者、同居の親族以外の
方は委任状も必要です。
※各証明書発行には数日かかる場合があります。

確定申告・町県民税申告  宇美町特設会場のお知らせ

▶事前電話予約受付開始日時
2 月１日（火）
8時30分～17時15分　※土日祝日を除く

▶対象
①年金所得の方　②年金所得かつ給与所得の方　③農業所得がある方　④住宅借入金等特別控除１年目の申告の方
（年金所得または給与所得の方に限る。）

※不動産を売買した場合の譲渡所得、消費税、相続税、贈与税の相談は、役場では受付できません。また、次の税務署
　職員受付日でも受付できません。香椎税務署で申告してください。

▶期間 2月16日（水）～3月11日（金）※土日祝日を除く
▶時間 9時～17時　 ※12時～13時は昼休み

▶期間 2月7日（月）～3月15日（火）
▶時間 9時～16時  ※土日祝日を除く。2月20日(日)と2月27日(日)のみ開設

▶期間 2月16日（水）～3月11日（金） ※土日祝日を除く。
▶時間 9時～17時　※12時～13時は昼休み

▶会場 宇美町役場2階 大会議室

▶対象
①営業所得・不動産所得などの収支内訳書を添付して申告する方　
②株式などの譲渡所得を申告する方

▶申告期限・納期限
・所得税　3月15日（火）
・個人事業主の消費税および地方消費税　3月31日（木）

※駐車場の利用はできません。公共交通機関をご利用ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、多くの方が訪れる会場ではなく、ご自宅などからパソコン・スマートフォン
　でｅ-Taxをご利用ください。
※「e-Tax」の送信方法は２通りあります。
①マイナンバーカードを使って送信（「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはICカードリー
　ダライタ」が必要）
②IDとパスワードで送信（最寄りの税務署で事前にIDとパスワードの取得が必要）

・所得税の確定申告が必要ない方で、収入がある方。
・所得税の確定申告が必要ない方で、個人年金や生命保険の満期一時金や解約返戻金、損害保険の満期返戻金などの受取があった方
・所得税の確定申告が必要ない方でも、町県民税の配偶者控除や扶養控除、生命保険控除、医療費控除などの控除を適用する方
・収入がない方で、町の国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方や非課税証明が必要な方

▶期間 2月21日（月）・22日（火）
▶時間 9時～17時　 ※12時～13時は昼休み ▶会場 宇美町役場2階 大会議室

▶会場 宇美町役場2階 大会議室

▶事前予約電話番号
☎0120-002-836

確定申告（事前電話予約制）※給与収入のみの方は対象外

町県民税の申告

・申告相談は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、事前電話予約制です。事前予約していない方が、
直接来場しても受付できませんのでご注意ください。
・収入が給与のみの方は、宇美町役場確定申告会場（特設会場）では受付できません。ただし、今回に限り、住宅借入金
等特別控除１年目の申告の方は受け付けます。
※事前の電話予約の枠がなくなり次第、宇美町役場特設会場での確定申告は受付終了。香椎税務署での確定申告をお願
いします。
※予約した日時に来場しなかった場合は、キャンセル扱いとなります。
※駐車場が限られていますので、公共交通機関やハピネス号をご利用ください。

  宇美町役場 確定申告会場（特設会場）　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

  香椎税務署 確定申告会場　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 

宇美町職員受付

申告が必要な方

税務署職員受付

税務課 町民税係　☎ 932-1111（代）　FAX933-7512（代）問

香椎税務署（〒813-8681　福岡市東区千早6-2-1）☎ 661-1031問

申告に必要なもの
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